
  新規起業事業場就業環境整備事業のご案内 

安心・安全・健康な職場づくり 
                     無料でお手伝いします 

                                  

  
 ＊ 会社を設立してから概ね５年以内の事業場 
          ＊ 異なる業種へ進出してから概ね５年以内の事業場 
          ＊ 初めて労働者を雇入れてから概ね５年以内の事業場 
         ＊ 分社してから概ね５年以内の事業場 
 
新たに事業を始めた、成長分野へ進出した、初めて人を雇った事業主のみなさん！  
雇用や労働条件の管理、安全衛生を確保する方法がわからないと困っていません

か！ 
全基連では、厚生労働省からの事業受託により、新たに事業を始めた事業主の皆さ 

んの安心・安全・健康な職場づくりを支援しています。 
新規起業事業場就業環境整備事業を利用申込みいただくと、労働時間の適正管理や 

安全衛生水準の確保等について、労働基準法や安全衛生管理に詳しい社会保険労務士

等の指導員が貴社を訪問し、業態等に応じた就業環境を整えるために必要な情報を提

供するとともに、労働時間、休日・休暇、賃金・退職金制度、解雇・退職、就業規則、

採用・人材確保、安全衛生管理、労災保険・雇用保険等の労務管理全般に亘る相談に

応じ、具体的な対応策も助言します。 
企業訪問は、原則２日（１日目：調査、問題点・要望の聞き取り、２日目：調査結 

果に基づく診断票の交付、相談・要望等への回答・アドバイス）を予定しています。 
訪問時間等で申込事業場に負担とならないよう調整、配慮いたします。 
 
労使間におけるトラブルや労働災害を未然に防止するためにも、是非この機会に 

この事業をご利用いただきますよう、ご案内申し上げます。 
   
【申込方法】 
 この事業のご利用を希望される場合には、次頁の利用申込書（兼ＦＡＸ送信票）に 
所要事項をご記入の上、下記申込先に郵送またはＦＡＸ送信してください。 

「利用申込書」をお送り頂きましたら、折り返し、担当の「指導員」が貴社にお伺

いする日程（貴社のご都合のよい日・時間）を調整させていただきます。 
 
なお、申込み事業場には、人事労務・安全衛生管理に必要な最新の知識を分かりや 

すく解説した全基連発行図書「やさしい職場の人事労務と安全衛生の基本」を進呈い

たします。 

 
 
 
 

■ 申込先 
（社）全国労働基準関係団体連合会福岡県支部 

〒810-0802 福岡市博多区中州中島町３－１０福岡県消防会館４階 
ＴＥＬ  ０９２－２６２－７８７４ 

     ＦＡＸ  ０９２－２６２－９８９３ 

 
対 象 



 
                            

 平成  年   月   日 
 

新規起業事業場就業環境整備事業 
利  用  申  込  書 
（兼 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 票） 

 
標記の事業の利用を次のとおり、申し込みます。 

 
社団法人全国労働基準関係団体連合会 

       福岡県支部長 殿 
 
 

男  事業場 
の名称 

 
女  
計  

所在地 
〒    － 

従業

員数 
パート（内数）  
氏名  
職名  
電話  

代表者 
職氏名 

 人事 
労務 
担当

者 Ｅメール 
アドレス 

 

 
起業年月日 業種又は主要製品 

Ⅰ事業を新たに始めた 
（会社を新たに興した、従業員を初

めて雇入れた等） 
平成  年 

   月  日 

 

変更年月日 従前の業種・ 
主要製品など 

新たな業種・ 
主要製品など 

ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い 

Ⅱ業種・業態を変えた 
（新分野に進出した、業種・業態・

主要製品を変えた・分社した等） 
平成  年 

   月  日 

  

特に支援を希望する事項 

（希望する事項に○を付けて 

ください。複数選択可） 

 

①労働時間・休日・休暇 ②年次有給休暇 ③安全衛生管理体制 

④就業制限（免許・資格） ⑤健康診断  ⑥機械・設備の届出 

⑦労働条件明示・採用・人材確保 ⑧解雇・退職 ⑨就業規則 

⑩賃金・退職金制度  ⑪労働保険 

⑫その他（                     ） 
※列挙した事項以外のものがあれば記入してください。 

 


